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「赤字だから廃止」は仕方ないのか？～

「赤字だから」を超え、鉄道存続の道を探る

２０１６．２．２０

安全問題研究会

１．ＪＲ北海道の現状（別紙資料②～④参照）

・ 旧国鉄時代、赤字ローカル線選定の根拠となった国鉄再建法による「特定地方交通線」

（廃止路線）の基準（輸送密度4000人キロ未満）を当てはめれば、小樽～札幌～中小国、

札幌～北海道医療大学、札幌～旭川、札幌～帯広を除く全路線がなくなる。

・ ＪＲ北海道の列車走行100万km当たり修繕費は本州3社に比べて少ないが、鉄道収入に

対する修繕費の率は圧倒的に高い（ＪＲ北海道が全く儲かっていないことを示す）。

・ 「鉄道運輸収入」減少、「本体の営業損益」赤字に対し、「連結売上高」増加、「連結

営業損益」黒字→ＪＲ北海道が鉄道の赤字をエキナカビジネスを中心とする関連事業で

埋めている。

※輸送密度…1日1kmあたり輸送実績。例えば50人の乗客が100kmの区間を乗車した場合は5000人

キロ。

・ 日高本線は、ＪＲ北海道が一部区間の廃止を表明した留萌線とともに、特定地方交通

線選定基準に該当。第２次特定地方交通線（廃止対象）に選定されたが、国鉄再建法に

基づき運輸省が告示した除外基準（平均乗車キロが30kmを超え、輸送密度が1,000人/日

以上）に該当したため、特定地方交通線から除外。

２．なぜこんな事態が起きているのか～分割の弊害

・ 1987年、ＪＲ発足時の状況→『ＪＲ７社の営業収入全体に占めるＪＲ北海道の割合は

2.5％、ＪＲ四国が1％、ＪＲ九州が3.6％』『ＪＲ北海道全体の営業収入（919億円）は

東京駅の収入（約1000億円）より少なく、ＪＲ四国全体の乗客数は品川駅の乗客数とほ

ぼ同じ程度』『ＪＲ東日本がＪＲ７社の営業収入の43.1％を占める』。

・ 1987年度（民営化初年度）のＪＲ７社決算を見た運輸省幹部「ようかんの切り方を間

違えた」～初年度から分割の誤りを認める（「ＪＲの光と影」立山学・著、岩波新書、

1989年）。

・ 全国１社制の国鉄時代、儲かる路線で儲からない路線を支えていた「内部補助制」が

国鉄分割で崩壊→儲かる路線の利益はＪＲ本州３社の経営者に、北海道、四国、九州の

損失は地元地域（自治体・住民）に押しつけ。

・ 「なぜ東京の私たちが毎日満員電車に耐えながら、北海道の熊しか乗らない路線を支

えなければならないのか」～国鉄末期、メディアを使ってこのようなサラリーマンの声

を放送、「国鉄分割やむなし」に世論誘導するキャンペーン。

国鉄の営業係数 食料自給率

北海道 100円/3,859円（美幸線、1974年度） 200％（2012年度、カロリーベース）

東京都 100円/ 48円（山手線、1980年度） 1％（同上）

（出典：食料自給率は農林水産省「都道県別食料自給率」より）
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・ 国鉄時代、東京は北海道の鉄道を支える代わりに北海道から「食糧援助」を受けてい

た。国鉄分割はこうした東京と地方の「助け合い」も破壊。東京による地方の「収奪」

だけが残った。（不利益は地方へ～原発、基地、迷惑施設）

・ 今こそ声を上げるとき～「東京は、誰のおかげで飯が食えているのか？」

・ ＪＲで懲りたのか、その後の公企業民営化ではＪＲと同じ６分割方式は採られなかっ

た（ＮＴＴは東西２社、日本道路公団はNEXCO東日本、中日本、西日本の３社、郵政は

地域ではなく事業ごとの分割）。

３．鉄道会社と費用負担

・ （日高線復旧の前提となる海岸保全工事費について）「鉄道会社が本来負担すべきも

のか」（島田修ＪＲ北海道社長の5/14定例記者会見）

・ 道路、空港は国が建設・維持し、航空会社やバス・トラック事業者は使うだけ（厳密

には着陸料・空港使用料やガソリン税などによる間接負担はある）。鉄道だけ、事業者

が全額負担しなければならないのは明らかに不公平でありバランスを欠く。

・ 安全問題研究会は2013年11月、山本太郎参院議員を通じて質問主意書提出。政府の答

弁は以下の通り（なぜ鉄道だけ線路の維持費用を鉄道事業者が負担しているのか、との

質問に対し、政府は「それが常識だから」としか回答できなかった）。

●ＪＲ北海道で発生した連続事故及び日本国有鉄道改革の見直しに関する質問主意書

（山本太郎参議院議員、2013年11月6日提出）

五 道路の維持管理は政府や地方公共団体などの公共セクターが実施しており、空港

もほとんどが公共セクターによる維持管理が行われている。しかしながら、鉄道に

関しては線路の維持管理は原則として鉄道事業者に委ねられている。同じ公共交通

である以上、道路や空港と同様、鉄道線路の維持も国や地方公共団体により行われ

ることが必要と考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

●政府答弁書（2013年11月21日参院議長宛送付）

五について

我が国の鉄道事業については、一般的に、鉄道事業者がその運営及び鉄道施設の

維持管理等を一体として行っており、国土交通省としては、輸送の安全の確保等の

ため、鉄道事業者に対し、補助金等により支援を行っているところである。

※質問主意書とは…国会法第７４条の規定に基づき、国会議員であれば誰でも政府に文書で質問が

できる。この文書による質問を質問主意書という。質問主意書には、政府は原則として７日以内

に答弁書により答弁しなければならない。答弁書の決定の手続は法律では定められていないが、

現在は閣議決定されている。

４．鉄道事業の望ましい経営形態～鉄道事業の経済学

・ 鉄道事業の特性

① 独占性・非競争性 利用客は、それが気に入らないからといって他社の同種のサー

ビスに乗り換えることができない。また鉄道事業者は、客が増えないからといって線

路をはがして別の場所に移転することもできない。
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② 資産（鉄道それ自身）を利用させた対価が収入源である。（他の一般産業の場合、

資産（製造設備）は商品を生み出す道具であり、商品が貨幣と交換（＝売買）されて

収入となる。）

③ 固定費用が膨大である（他の産業の場合、例えば米10kgを買いに来た客に対し、在

庫が5kgしかない場合、とりあえず5kgのみ販売することができるが、鉄道は、隣町ま

で10kmの区間を乗りに来た客に対し、未開通だからといってとりあえず5kmだけ乗っ

てもらうというわけにはいかない。最初から完全な状態で供給する必要があり、初期

投資として多額の費用を投じなければならない。しかも、初期投資を行い、建設して

いる間、売り上げは１円も入らない）。

④ 巨大な資本投下が必要である（一般的に、鉄道建設には数十億～数兆単位の資金が

必要。民間セクターでそれだけの巨大な資本金を集めることは困難）。

・ 鉄道には巨大な建設資金と維持費が捻出できる公的な経営形態が不可欠。

・ 鉄道を「準公共財」として政府の公的関与を認めさせる世論形成と、そのための運動

の展開・発展が必要。

＜参考＞公共財、価値財、私的財とは？

共 同 消 費 性

あ り な し

排 な し 純粋公共財 価値財

除 （防衛・警察・消防など） （医療・教育・福祉など）

性 あ り 準公共財 私的財

（鉄道・道路・公園など） （その他）

（1970年ノーベル経済学賞を受賞した米経済学者、ポール・サミュエルソンによる）

・ 共同消費性とは、共同で消費される性質を持つもの（自分が使用しても他人の使用可

能分が減少しない性質を持つもの）をいう。例えば、他人が自分の食料品を食べれば自

分の分がそれだけ減少するが、道路は他人が歩いたからといって自分の歩ける分がそれ

だけ減るわけではないから、共同消費性を持つ。

・ 排除性とは、有料にすることによって、代金を支払わない者を排除できる性質を持つ

ものをいう。例えば、外国の武力攻撃を受けたとき、政府は代金を払った人だけを選別

して防衛することはできないため、防衛は排除性を持たないが、鉄道や道路は、代金を

払わない人の使用を禁じることができるため、排除性を持つ。

・ 価値財は、排除性を持ち、共同消費性は持たないため、本来であれば私的財に含まれ

るが、全国民が必要に応じて利用できるよう、最大需要に応じた供給を維持することが

必要である。この場合、需要が最大に達しない限り利益が出ないため、過剰供給分を政

府の政策的関与により公的に維持することが求められる。民間企業に任せてもよいが、

利益を存廃の尺度にしてはならない分野といえる。

・ 警察や消防がどんなに暇で赤字であっても「なくしてもいい」「なくなっても仕方な

い」と考える人はいない。非効率でも維持するのが（準）公共財の原則。

・ 鉄道をはじめとする公共交通は準公共財。共同消費性のあるもの（みんなで消費する

もの）はみんなで維持するのが基本。自分は使っていなくても存続を要求できる。
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５．鉄道維持・復旧に有効な上下分離方式

・ 三陸鉄道…東日本大震災による津波被害から３年で復旧。

・ 上下分離方式により、上（列車運行部門）と下（線路の保有・維持管理）を分け、「下」

を沿線自治体としていたため、「公有財産の復旧」として全額国費補助。線路復旧費の

三陸鉄道負担はなかった。

・ 上下分離方式とは何か…『運行事業者とインフラの整備主体が原則として別人格であ

って、インフラの整備に公的主体が関与する場合』（2000年8月1日付け運輸政策審議会

答申第19号「中長期的な鉄道整備の基本方針及び鉄道整備の円滑化方策について」より）

・ 上下分離を行った場合、鉄道事業者は運行経費を運賃料金収入で賄えればよい。

＜参考＞上下分離方式と従来方式（上下一体方式）の違い

上下一体 上下分離 費用負担

上（列車運行） 鉄道事業者 鉄道事業者 運行経費

下（線路維持） 鉄道事業者 国・自治体 保線費・復旧費

鉄道事業者は→ ＜上下一体＞運賃料金収入－運行経費－保線費・復旧費＝損益

＜上下分離＞運賃料金収入－運行経費＝損益

・ 国内の事例…三陸鉄道、若桜鉄道（鳥取県）、青い森鉄道（青森県）など。

・ 海外の実例…英国にあり。国鉄分割民営化により英国国鉄が100社以上に分割され保

線体制が崩壊。2000年、列車走行中にレールが突然砕け列車が転覆、4人が死亡する事

故（ハットフィールド事故）。この後、英国政府が線路の保有、維持管理をしていたレ

ールトラック社を非営利企業に変更。列車運行は鉄道会社、事実上の上下分離。

８．日高線復旧のために、何をなすべきか

・短期的課題（１年～数年程度）

鉄道軌道整備法の改正（黒字会社にも国による災害復旧費補助を可能とする）

不通区間を抱えている他地域との連携

・中期的課題（数年～十年程度）

上下分離の実現。線路保有、維持管理をＪＲから切り離し、公的セクターによる管理

に移す。新法人を設立する必要はなく、線路の移管先は（独）鉄道建設・運輸施設整備

支援機構（鉄道・運輸機構。日本鉄道建設公団と国鉄清算事業団を統合した組織）でよ

い。鉄道・運輸機構は旧国鉄を法的に継承した法人であり、ここにＪＲの線路が戻るこ

とは「旧国鉄の線路が国鉄を継承した法人に戻る」ことを意味する。分割民営化政策の

失敗を印象づける政治的効果も持つ。

・長期的課題（十年～数十年程度）

自立が困難なＪＲ北海道・四国・九州の再国有化の実現。

９．私と鉄道の関わり

幼少からの鉄道ファン。全国鉄道全線完全乗車を目指す。現在、ＪＲは乗車率90％以上、

私鉄は67％とほぼ3分の2を乗ったところ。


